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市役所庁舎の現状 

本庁舎は昭和４２年竣工、築５０年が経過している。 

人口は本庁舎竣工時の８，３００人から６万人弱へ増加し、 

 現在総務省の示す標準面積からして著しく狭い。 

大規模災害時には対策本部が設置される災害の拠点である。 

 

 

建て替えに向けて検討が進められている 
 

昭和４９年建設の西庁舎(公民館)、平成４年建設の高齢者生き 

がいセンターも築年数が経過しており、一体的に再整備予定。 



建て替え場所について 

平成２５年１２月議会一般質問から 

 

Ｑ 議員：長久手市の発展状況は、県道力石名古屋線(グリーンロード)    

沿線上にあり、この線上にはリニモも走行している。県道瀬戸大府東海   

線も近くにあるので、市庁舎を長久手中央地区(古戦場駅付近)に移転し

ないか。 

 

Ａ 総務部長：現庁舎において、増改築や敷地拡張等で多額の投資をし       

ていますので、他への移転は現在のところ考えておりません。 

 



平成２６年度、基本構想策定の予算がつく 

平成２６年度市長施政方針(平成２６年３月議会から) 

市長：「庁舎整備や駐車場確保などの課題について調査を行い、

本市の将来人口等を見据えた市役所周辺整備の基本構想を策定し

てまいります。」 

                       

市は「市役所等公共施設整備構想」の策定をコンサルタント会社

に委託。現在の市役所北側に新たな庁舎を建てる案が提示された

が、平成１９年の「都市計画法」の改正(市街化調整区域に新た

に庁舎は建てられない)により、実際はできないものだった。 

 



修正後の構想 プランＡ 

 既存の庁舎の敷地内に
は建て直すことができる
ため、本庁舎の場所は現
在の西庁舎から高齢者生
きがいセンターまでの場
所と修正される。 



修正後の構想 プランＢ 

 プランＢも本庁舎の
場所は現在の西庁舎か
ら高齢者生きがいセン
ターまでの場所 



平成２８年度、構想をもとに基本計画が作られる 

プランＡ 
 体育館も一体的に整
備する予定だったが、
切り離された。 



基本計画プランＢ 



基本計画プランＣ 



基本計画プランＤ 



体育館はどうなるか？ 

「スポーツ施設等整備基本構想」に基づいて個別の計画と

して進める。 

平成２９年３月議会一般質問から 

Ｑ 議員：平成２９年度に取り組むことは何か。 

Ａ くらし文化部長：整備手法として、公共と民間事業者

が連携して公共サービスを提供するＰＰＰ、ＰＦＩなどの

導入の可能性を検討する。平成２９年度はその準備に取り

かかる。 



今後の進め方 

市は、市民参加の検討会を開催し、庁舎建て替えの 

方向性を検討していく方針。 



京都市上京区総合庁舎 大阪府堺市立大浜体育館

1、整備の手法

ＰＦＩに準ずるＤＢＭ手法。資金調達は市が行い、実施設計、
建設、維持管理を一括で民間業者に発注し、整備を行う。

ＰＦＩのＢＴＯ方式。建設・資金調達を民間が担い、完成後は
所有権を市に移転し、その後一定期間、運営を同一の民間
に委ねる方式。

2、建物概要

築７０年が経過していた旧上京区役所を建て替え、平成２７
年１月供用開始。別庁舎にあった保健センターも併合した。

昭和４６年に建設された大浜体育館の建て替え。堺市は野
球場やテニスコート、相撲場など今回建て替えをしない既存
施設も併せてＢＴＯ方式導入により民間に１５年間管理、運
営を任せる方針。

3、入札状況

入札には６者が参加し、総合評価の結果、株式会社大林組
(構成員として太平工業株式会社、大林ファイナンス株式会
社、株式会社東畑建築事務所)が落札者となった。

平成２９年１２月に落札者が決定する予定、平成３３年の供
用開始予定。

4、財政負担の軽減

ＤＢＭ手法を用いると、市が自ら事業を実施する場合に比べ
て５％の財政負担の軽減が見込まれる。庁舎の維持管理期
間は１５年間。

事業期間は１８年間で、最初の３年間は設計と建設、建物
完成後の１５年間は指定管理者制度で管理、運営を任せ
る。ＰＦＩ導入で、市が直接実施した場合より８．５％の財政
負担の軽減が見込まれる。

総務委員会視察報告（平成２９年７月２４日～７月２５日） 


